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避難行動要支援者（支援を必要とする人について）

災害時要配慮者

災害時に特に配慮が必要な方のことで、次のような方が考えられます。

・高齢者 ・障害者 ・難病患者 ・乳幼児 ・妊産婦 ・外国人

避難行動要支援者

災害時要配慮者のうち、災害時にひとりでは避難することが困難で、避難
のために特に支援が必要な方

①災害関係情報の取得能力
災害に関する情報を取得・理解出来るか。
例：視覚障害 → 文字や絵などから情報を得ることが困難

聴覚障害 → 警報や避難放送で情報を得ることが困難

②避難の必要性や避難方法等の判断能力
避難が必要かどうか、正しい避難行動を判断できるか。
例：認知症 → 自分で避難すべき状況か判断することが困難

知的障害 → 環境の変化に対応することが困難

③避難行動をとるうえで必要な身体能力
ひとりまたは家族だけで避難することができるか。
例：寝たきり → 避難行動をとることが困難



災害時要配慮者支援の背景

○実効性のある避難支援が行われるよう、災害対策基本法の一部が改正
（平成25年６月）
①災害時にひとりでは避難することが困難な方（避難行動要支援者）の名簿作
成が、市町村に義務づけ
②避難行動要支援者ご本人から同意を得られた名簿は、平常時から災害に備え
て地域の避難支援の関係者に提供されることに

○取組を加速化させるため、災害対策基本の一部が改正（令和３年５月）
同意を得られた方の個別避難計画作成が市町村に努力義務化された

60%

高齢者



災害時における避難行動に関する課題

被害

状況

平成30年７月豪雨
愛媛県、岡山県、広島県の死者のうち、60歳以上の死者数の割合
⇒約70％（131/199人）（高齢者の死者数/全体死者数）
（うち市区町村別死者数最大の倉敷市真備町における70歳以上の割合約80％）

令和元年台風19号
全体の死者数のうち、65歳以上の死者数の割合⇒約65％（55人/84人）

令和２年７月豪雨
全体の死者数のうち、65歳以上の死者数の割合⇒約79％（55人/65人）

・過去の災害では、人的被害の約６割以上が高齢者等であった。
自宅で亡くなった方も多い。

→事前の報道などで気象情報も避難情報も出ていたが、、、、
・サービスの継続が出来なかったら、、、
→安否確認したいが、避難場所は？ヘルパーの派遣はどうする？

課題

災害時の対応をあらかじめ話し合っておく必要がある。

対策 「個別避難計画」 「災害対応マニュアル」「ＢＣＰ」



災害対策基本法改正の概要

・令和３年５月の災害対策基本法改正により、個別医避難計画について、市町村に作成を努力義務化
・法改正に伴い、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する指針」及び「福祉避難所の確保・運営ガ
イドライン」が改定され、作成手順等を明示した取組指針等が示された。

Point

※内閣府資料抜粋



個別避難計画のイメージ

※高知県研修資料抜粋



個別避難計画の概要

※内閣府資料抜粋



京都府における個別避難計画の作成状況と課題

令和５年１月１日現在 内閣府・消防庁調査

約16.8万人

名簿登載

約10.3万人
約２万人

平時からの共有 計画作成 訓練

課 題 ・ご本人に個別避難計画作成の必要性が認知されていない
・本人と普段付き合いがない、信頼関係がない
・本人の状態が把握できない

個別避難計画の
作成が必要な方

個人情報の提供
に同意された方

計画作成済みの方

・各種災害のリスク分析、ハザード情報の提供(行政)

・自治会、自主防災会、消防団とのつなぎ役(行政)

・避難支援者等の関係者への防災研修(行政)

・避難支援者の確保、訓練(自主防、消防団)

・各種福祉情報の提供

・民生委員、福祉専門職とのつなぎ役(行政)

・信頼関係を活かした個別避難計画作成勧奨(民生委員)

・計画作成への参画(福祉専門職)

防災の取組 福祉の取組連携による個別避難計画作成

作成率
約12%



個別避難計画作成促進への御協力

本人

家族にとって

・計画策定に対する漠然とした不安
・自身のことを正確に伝えれられない
⇒ 客観的かつ正確な情報で、安心して計画策定に取り組める 信

頼できる人が関わることで訓練等の地域の取組に参加しやすい

地域の方とって

（自主防災組織等）

ご本人とつながりがなく、どう接すればいいのか分からない
⇒ 心身の状態や具体的な支援方法を知ることができ、ご本人に

接触しやすくなる（平時のつながり構築

行政にとって
支援に必要な具体的な情報が不足
⇒ 一人ひとりの特性に合わせた実効性の高い計画を作成できる

福祉施設にとって

災害時の負担が大きい
⇒ 災害時に地域の方の支援が得られる

被災後に速やかなサービス提供につなげられる

福祉専門職の皆様に個別避難計画の作成に参画いただくことで、各市町村における災
害時要配慮者支援が促進されます。



最後に

「平時に要配慮者に優しい地域は
災害時にも優しい地域」

モチベーションの持続が困難

災害時のみ機能する備えは平時に取り組めない

平時から要配慮者に理解できる地域

市町村における個別避難計画作成に可能な範囲で御
協力ください。


